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金山町役場本庁舎フロントヤード改革事業 

プロポーザル実施要領 

令和８年３月１６日  

山形県金山町総務課 
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１．事業の名称  

金山町役場本庁舎フロントヤード改革事業 

 

 ２．事業の目的  

本事業は、窓口業務の集約、プライバシーに配慮した窓口と相談スペース、将来を見据

えた柔軟性のある執務スペース等のレイアウト変更等を一体的に行うことで、合理的かつ

効率的な役場の整備を目指し、「来庁者にあたたかさを届けられる役場の実現」と「窓口

業務の利便性」を高め、行政サービスの向上を図ることを目的とする。  

３．事業概要  

（１）事業内容  

別紙「金山町役場フロントヤード改革事業仕様書」のとおりとする。  

（２）契約期間  

 契約締結日 から 令和９年１月２９日（金） まで  

（３）提案上限価格  

43,000,000円（消費税及び地方消費税を含む）  

（４）事務担当課・申請書等提出先 

 金山町総務課総務係 

所在地：〒999-5402 山形県最上郡金山町大字金山 324−1  

℡ 0233−29−5601   

電子メール：jouhou@town.kaneyama.yamagata.jp、soumu@town.kaneyama.yamagata.jp  

※メールで提出するものは上記２つのアドレスへ送付してください。４月以降、連

絡先が変わる場合がありますので参加される方には随時連絡します。 

 

４．プロポーザル実施理由 

本事業の実施に当たっては、レイアウト提案等の専門的知識と技術が必要であることか

ら、価格比較に限定しない公募型プロポーザルにより総合的に評価し、事業者を選定する

ことで、本事業の目的が達成されると考える。 
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５．参加資格要件  

参加者は、参加申出書の提出時点において、次に示す要件をすべて満たす者とする。 

なお、参加者が、次の条件を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。 

 

（１）過去１０年の間に自治体との間で庁舎のレイアウト変更や什器の導入に係る

事業履行経験があること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入

札に参加させることができない、入札参加資格の停止等）の規定に該当しな

いこと。  

（３）金山町入札参加資格者名簿「建設工事」及び「物品役務」に登録がある者。

なお、登録をしていない者においては、参加申請までに金山町入札参加資格申

請を行い、確認を受けること。 

（４）山形県内に本店・支店・営業所を有する者。  

（５）金山町請負工事入札参加者指名停止基準による指名停止または他の公共団体

の指名停止を受けている期間中でないこと。  

（６）国税及び地方税に滞納がないこと。  

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立 

て、及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの開

始がなされている者ではないこと。  

（８）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）及び刑法（明治４０年法律第４５号）に抵触する行為を行っていないこ

と。 

（９）金山町暴力団排除条例（平成２３年金山町条例１１条）第２条に規定する暴力

団または暴力団員でないこと。  

 

 

６．スケジュール  ※時期が前後する場合もあります。 

 

内容  日程 

プロポーザル告示  令和８年３月１６日（月） 

現地説明会申込期限  令和８年３月２３日（月）正午 

現地確認 ※時間を指定する予定です  令和８年３月３０日（月） 
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内容  日程 

質問受付期限  令和８年４月６日（月）正午 

質問回答公表 ※全ての質問・回答を公表 令和８年４月１０日（金） 

プロポーザル参加申請期限  令和８年４月１５日（水）正午 

参加資格審査結果通知  令和８年４月２０日（月） 

提案書受付期限  令和８年５月１１日（月） 

提案審査（対面プレゼンテーション）  令和８年５月１８日（月） 

提案審査結果通知  令和８年５月２５日（月） 

 

 

７．現地確認について  

現地説明会の参加を希望する場合は、メール本文へ「出席者のご氏名」を記載し上記

期限までメールで申請すること。時間等のお知らせは別途行います。 

８．質問の受付について  

質問は様式３へ記載しメールで提出すること。 

 

９． プロポーザル参加申請書の提出について  

（１） 提出書類  

 ①参加申請書（様式第１号）  

 ②会社概要・業務実績表（様式第２号及びパンフレット等会社概要がわかるもの） 

 ③金山町入札参加資格者名簿に登録をしていない者は、プロポーザル参加申請までに入札

参加申請（建設工事）（物品役務）を行うこと。（入札参加資格申請についてご不明な場

合は財政係までお問合せください。電話 0233-52-5604） 

（２） 提出期限・方法                                

令和８年４月１５日（水）正午までメールで提出し、電話により提出先へ受信を確認する

こと。 
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（３） 参加資格審査結果通知  

提出書類を審査のうえ、上記期限までにメールで通知する。  

 

 

１０．質疑の受付及び回答  

本プロポーザルへの質問及び回答は、次のとおりとする。  

（１） 提出書類  

 ①質疑書（様式第３号）  

（２） 提出期限・方法                                

令和８年４月６日（月）正午までメールで提出し、電話により提出先へ受信を確認するこ

と。 

（３）回答方法  

電子メールにより令和８年４月１０日（金）までに参加者全員にメールで回答します。  

 

１１．提案書等の提出  

参加資格要件を満たしている者は、次の書類を提出すること。 

（１）提出書類（※任意様式）  

 ・企画提案書（レイアウトイメージ図を含む）  

 ・事業体制  

 ・事業工程表  

 ・見積書（区分は資料①フロントヤード改革事業仕様書詳細を参照）   

 

（２）提出期限・方法                                  

令和８年５月１１日（月）まで、上記書類を正本１部、副本７部（部ごとに左上をクリッ

プで留め）を郵送により提出すること。 

  

 

（３）企画提案書の基本的事項 

・「金山町役場フロントヤード改革事業仕様書」を踏まえた内容にすること。 

・本事業と併せて「OAフロア化工事」を実施する箇所があるため、OAフロア化工事

契約事業者と事業計画の調整をして実施する必要がある。 

 ※OAフロア化工事の概ねの予定として、6月に本事業の提案内容を踏まえて実施設

計をし、7月に入札の予定です。8，9月以降から両工事の実施時期の調整・工事の実

施が可能となる予定です。 

 



 

6 

 

・契約後に企画提案書を反映しつつ、金山町と協議の上実施内容の詳細を決定するこ

と。 

・同一の参加者から２つ以上の提案書の提出は受け付けない。 

 

（４）辞退の方法  

やむを得ない理由で辞退する場合は、様式４参加辞退届により辞退理由を明記し直ちに

提出してください。 

 

 １２．審査委員会の設置  

本事業プロポーザルは審査委員会を設置し、審査を実施します。  

１３．審査方法及び結果の通知 

（１）審査会の実施 

令和８年５月１８日（月）頃 

※審査者の日程により調整し、詳細については参加者に後日連絡を行います。 

 

（２）審査会でのプレゼンテーション 

  参加者は、審査会において次のとおりプレゼンテーションを行います。 

① 出席者 ３人以内 

② 配当時間 発表時間：２０分以内、質疑応答：１５分程度 

③ その他 プロジェクター及びスクリーンは金山町が用意し、パソコンを使用する場合

は参加者が持参してください。 

 

（３）審査 

審査は、本事業関係課の町職員等で実施する。 

 

（４）審査方法等 

業務実績、業務体制、企画提案内容、見積書等を審査基準に基づき総合的に審査す

る。なお、参加者が１者の場合でも、本プロポーザルは成立することとする。 

 

  (５) 審査基準 

   審査基準は以下のとおりとし、評価点数は審査委員全員の合計点数とする。        

 

 

 

 



 

7 

 

 

１４．審査基準について  

審査委員会は、下表の内容について審査を行う。  

 

審査項目 審査内容 配点 

① 業務遂行力 
本事業の趣旨を理解し、業務全体のスケジュールが適切

であり、関係者と円滑に事業を遂行できるか 
２０ 

② 実施体制 

事業の実施について、専門性、知識、技術、経験が豊富

な担当者・適切な人数が確保され、円滑に進められる体

制か 

２０ 

③ 事業実績 過去の事業実績等から成果が期待できるか １０ 

④ 企画提案 
計画的で、本事業の仕様書の内容と目的が達成可能な提

案がなされているか 
１０ 

⑤ 創意工夫 
表示、相談スペース、窓口、動線など、来庁者の利便性

向上や、町職員の業務に配慮した工夫で、本事業の成果

を向上させることができるか 

３０ 

⑥ 費用対効果 

見積書は提案内容を踏まえたものであり、単に安価な什器

を使用するのではない長期的な使用を鑑み、来庁者と町職

員にとって快適な環境へ適した費用対効果になっているか 

１０ 

評価点合計（審査員一人あたり１００点が満点） １００ 

 

１５．失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

 

（１） 提出期限内に、提出書類が提出されなかった場合 

（２） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３） 本要領等に違反すると認められる場合 

（４） 審査会の委員に対して、直接・間接を問わずに故意に接触を求める等、審査の公平性

を害する行為があった場合 

（５） 参考見積金額（税込み）が「３．（３）提案上限額」を超える場合 

 

 

１６．契約の締結 

 契約は、選定された最優秀提案者と金山町との間で、企画提案書に記載された内容に
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基づき協議を行い、契約における仕様書の内容を定め、地方自治法施行令第１６７条の

２第１項第２号に定める随意契約の方法により契約を締結することを原則とする。また

契約の際にはあらためて見積書を提出するものとする。なおプロポーザルの性質上、当

該契約にあたり企画提案書の内容をもって契約するとは限らないことに留意すること。 

 最優秀提案者との協議が不調となった場合には、次に得点が高い提案者と協議を行

い、協議が整った場合に契約を締結することとする。 

 

 

１７．費用負担 

提出書類の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

 

 

１８．留意事項 

（１）本プロポーザルにおいて使用する言語および通貨は、日本語及び日本国通貨と

する。 

（２）提出書類等は返却しないものとする。 

（３）提出期限以後の書類の再提出、追加、差し替えは原則認めない。 

（４）審査結果は、金山町ホームページ等で公表する予定である。 

（５）提出書類は、審査目的の範囲で複製することがある。 

（６）提出書類の著作権は、提案者に帰属する。 

（７）町は、提案者から提出された書類について、金山町公文書公開条例に基づいた

請求があった場合は、第三者に開示することがある。 

（８）提出書類に含まれる第三者の著作物の公表等の使用については、全て提案者が

当該第三者の承諾を得ておくこと。 

（９）本プロポーザルにおいて知り得た情報は、第三者に開示もしくは漏洩してはな

らない。 

（10）本要領に定めない事項ならびに疑義が生じた場合は、協議により定める。 

（11）事業スケジュール、実施スケジュールが変更される可能性がある。 

（12）契約した提案企画書の内容の一部について、金山町ホームページや広報で周知

用に使用する場合がある。 

（13）審査結果に対する問い合わせ、異議には一切応じない。 

（14） 天災その他やむを得ない事由によりプレゼンテーション等を行うことができな

い と町が判断したときは、延期又は中止することがある。 

 

 


